
串間市新型コロナウイルス感染症緊急対策利子補給補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業の経営

安定化を図るため、宮崎県中小企業融資制度の新型コロナウイルス感染症緊急対策

貸付（以下「緊急対策貸付」という。）を利用した者に対し、予算の範囲内で利子

補給補助金を交付することについて、補助金等の交付に関する規則（昭和 55 年串

間市規則第４号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（利子補給の対象者）

第２条 この要綱により、緊急対策貸付に係る利子補給補助金の交付対象者は、次に

掲げる要件を備える者とする。

(１) 緊急対策貸付により事業資金の融資を受けた者

(２） 市内で事業を営む中小企業者で、個人で市内に住所及び事業所を有する者又

は法人で市内に本社を有する者

２ 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する者は利子補給補助金の交

付対象外とする。

(１) 市税等を滞納している者

(２) 利子補給の交付を受けようとする者（役員を含む。）が串間市暴力団排除条

例（平成 23 年串間市条例第 21 号）第２条第３号に規定する暴力団関係者に該

当する者

（利子補給対象利率及び対象期間）

第３条 利子補給対象利率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定め

るとおりとし、その期間は初回償還月（据置期間を含む）から３年以内とする。

(１) 中小企業信用保険法（昭和 25 年法律第 264 号）第２条第５項第４号又は第

６項の要件による貸付の場合 1.2 パーセント以内

(２) 中小企業信用保険法第２条第５項第５号の要件による貸付の場合 1.4 パー

セント以内

（利子補給補助率）

第４条 利子補給補助率は 10/10 とする。ただし、約定償還日を超えたことにより支

払うべき延滞利息等は補助の対象から除くものとする。

（利子補給の承認）

第５条 利子補給補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を提出し、市

長の承認を得なければならない。

(１) 新型コロナウイルス感染症緊急対策利子補給補助金交付承認申請書（別記様

式第１号）

(２) 緊急対策貸付の取扱金融機関が発行する返済予定表の写し等の償還計画が

分かるもの

(３) 市税等納付状況確認同意書（別記様式第２号）

(４) 誓約書兼同意書（別記様式第３号）

２ 市長は、前項の規定による承認申請があったときは、当該申請に係る書類等の内

容が適正であるかどうかを審査し、利子補給が適当であると認めるときは利子補給

補助金交付承認通知書（別記様式第４号）により、利子補給が適当でないと認める



ときは利子補給補助金交付却下通知書（別記様式第４号）により申請者に通知する

ものとする。

（利子補給補助金の申請及び実績報告）

第６条 前条の承認を受けた者（以下「承認事業者」という。）は、毎年２月末日ま

でに利子補給補助金交付申請書兼実績報告書（別記様式第５号）に、次に掲げる書

類を添えて、市長に提出するものとする。

(１) 通帳の写しや緊急対策貸付の取扱金融機関が発行する支払証明等、前年中に

支払った緊急対策貸付の利子の額を証するもの

(２) 市税等納付状況確認同意書（別記様式第２号）

(３) 誓約書兼同意書（別記様式第３号）

（利子補給補助金の額の決定及び確定）

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その書類等の審査により、

利子補給補助金を交付することが適当であると認めたときは、利子補給補助金の交

付を決定のうえ、その額を確定し、その旨を利子補給補助金交付決定書兼確定通知

書（別記様式第６号）により、申請者へ通知する。

（請求書の提出）

第８条 前条の通知を受けた者は、速やかに利子補給補助金請求書（別記様式第７号）

を市長に提出するものとする。

（利子補給補助金の交付方法）

第９条 この利子補給補助金は、精算払により交付する。

（報告及び調査）

第 10 条 市長は、承認事業者に対し、必要に応じ、報告若しくは関係書類の提出を

求め、又は実地調査を行うことができる。

（承認の取消し等）

第 11 条 市長は、承認事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、その承認及

び交付の決定を取り消すことができる。

(１) 資金を目的以外に使用したとき。

(２) 宮崎県信用保証協会の代位弁済となったとき。

(３) 虚偽その他不正の手段により利子補給を受けたとき。

(４) 事業を中止し、若しくは廃止又は事業に関する権利を譲渡したとき。

(５) その他市長が利子補給の目的を達成することができないと認めたとき。

２ 市長は、前項の規定により、承認の取消しを受けた者に対して、当該利子補給を

行わず、又は既に交付した利子補給補助金の全部若しくは一部の返還その他必要な

措置を命ずることができる。

（事業承継の特例等）

第 12 条 承認事業者が高齢、死亡その他特別な理由があると市長が認めた場合にお

いて、その子等がその事業及び融資の弁済を承継したときは、その子等は、本要綱

に基づく利子補給対象者とみなす。

２ 前項の規定による事業等の承継を行おうとするものは、次に掲げる書類を市長に

提出するものとする。

(１) 事業承継届（別記様式第８号）

(２) 市税等納付状況確認同意書（別記様式第２号）



(３) 誓約書兼同意書（別記様式第３号）

（その他）

第 13 条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。

（この要綱の失効）

２ この要綱は、令和６年３月 31 日限り、その効力を失う。



別記様式第１号（第５条関係）

年 月 日

串間市長 様

住 所

申請者 氏名又は名称

代表者 氏名 印

連絡先

新型コロナウイルス感染症緊急対策利子補給補助金交付承認申請書

串間市新型コロナウイルス感染症緊急対策利子補給補助金交付要綱による利子補

給補助金の交付を受けたいので、同要綱第５条第１項の規定により、関係書類を添え

て申請します。

添付書類

(１) □ 宮崎県中小企業融資制度の新型コロナウイルス感染症緊急対策貸付の取

扱金融機関が発行する返済予定表の写し等の償還計画がわかる書類

(２) □ 市税等納付状況確認同意書（別記様式第２号）

(３) □ 誓約書兼同意書（別記様式第３号）

(４) □ 市長が必要と認める書類



別記様式第２号(第５条、第６条、第 12 条関係)

年 月 日

串間市長 様

住 所

申請者 氏名又は名称

代表者 氏名 印

市税等納付状況確認同意書

串間市新型コロナウイルス感染症緊急対策利子補給補助金の交付申請にあたり、当

法人及び代表者の市税等納入状況について、市が確認することに同意します。

確認対象者 法人・個人 (どちらかを○で囲んでください)

１事業所（法人）名称

※個人は記入不要です

(ふりがな)

２事業所所在地

※個人は記入不要です

３代表者氏名
(ふりがな)

４代表者生年月日 昭和・平成 年 月 日生

５代表者住所



別記様式第３号(第５条、第６条、第 12 条関係)

年 月 日

串間市長 様

誓約書兼同意書

串間市新型コロナウイルス感染症緊急対策利子補給補助金の交付申請に当たり、申

請者（法人にあっては、代表者、役員を含む。）が串間市新型コロナウイルス感染症

緊急対策利子補給補助金交付要綱第２条第１項に定める要件を全て満たし、及び同条

第２項に定める要件に全て該当しないこと並びに申請書類の記載事項が事実と相違

ないことを誓約します。

また、市が、申請において審査する際に必要な事項や内容及び記載された個人情報

について、警察、金融機関等関係機関へ調査・照会することについて同意します。

１．申請者住所（法人にあっては、所在地）

申請者氏名（法人にあっては、名称及び代表者氏名）

生年月日（法人にあっては、代表者の生年月日）

昭和 ・ 平成 年 月 日

２．役員名簿（法人の場合）

注) この書面に記載された個人情報は、串間市個人情報保護条例(平成 16 年条例第 19 号)に基づき取り扱うもの

とし、串間市が講じる暴力団排除措置以外の目的には使用しません。

役 職 名 氏 名
ふりがな

性別 生年月日 同意年月日 同意印

男
・
女

昭和

平成
年 月 日

令和

年 月 日
○印

男
・
女

昭和

平成
年 月 日

令和

年 月 日 ○印

男
・
女

昭和

平成
年 月 日

令和

年 月 日 ○印

男
・
女

昭和

平成
年 月 日

令和

年 月 日 ○印

男
・
女

昭和

平成
年 月 日

令和

年 月 日 ○印



別記様式第４号（第５条関係）

文書番号

年 月 日

様

串間市長

利子補給補助金交付承認（却下）通知書

年 月 日付けで申請のあった串間市新型コロナウイルス感染症緊

急対策利子補給補助金の交付承認について、串間市新型コロナウイルス感染症緊急

対策利子補給補助金交付要綱第５条の規定により、下記のとおり承認（却下）する

ことに決定したので、通知します。

記

１ 利子補給対象借入額 円

２ 借入利率 年 ％

３ 利子補給期間 年 月 日から 年 月 日まで

４ 利子補給補助金の交付申請

毎年１月から 12 月までの間に金融機関等に支払った利子の額を記載した証明書

を添付して、翌年２月末日までに、利子補給補助金交付申請書兼実績報告書（別記

様式第５号）に必要書類を添付して市へ提出してください。

５ 承認取り消し

串間市新型コロナウイルス感染症緊急対策利子補給補助金交付要綱第 11 条に該

当する事項が生じている認めたときは、承認を取り消します。

却下の理由



別記様式第５号（第６条関係）

令和 年 月 日

串間市長 様

住 所

承認事業者 氏名又は名称

代表者 氏名 印

電話番号

利子補給補助金交付申請書兼実績報告書

年 月 日付第 － 号で承認された串間市新型コロナ

ウイルス感染症緊急対策利子補給について、利子補給補助金の交付を受けたいので、

串間市新型コロナウイルス感染症緊急対策利子補給補助金交付要綱第６条の規定に

より関係書類を添えて申請します。

記

１ 交付申請額（支払利子額） 円

２ 融資内容

（１）融資対象者枠 □ セーフティネット保証４号

□ 危機関連保証

□ セーフティネット保証５号

（２）借 入 金 額 円（借入利率 年 ％）

（３）借 入 期 間 年 月 日～ 年 月 日

（ ヶ月 うち据置 ヶ月）

３ 添付書類

（１）通帳の写しや緊急対策貸付の取扱金融機関が発行する支払証明等、前年中に支

払った新型コロナウイルス感染症緊急対策貸付の利子の額を証するもの

（２）市税等納付状況確認同意書（別記様式第２号）

（３）誓約書兼同意書（別記様式第３号）

（４）その他市長が必要と認める書類



別記様式第６号（第７条関係）

文書番号

年 月 日

様

串間市長

利子補給補助金交付決定書兼確定通知書

年 月 日付けで交付申請及び実績報告のあった串間市新型コロナ

ウイルス感染症緊急対策利子補給補助金について、串間市新型コロナウイルス感染症

緊急対策利子補給補助金交付要綱第７条の規定により、下記のとおり交付を決定し、

利子補給補助金の額を確定したので通知します。

記

利子補給補助金の額 円

※ 補助金の交付承認又は交付決定の取消しと返還命令について

利子補給補助金の交付承認又は交付決定が取り消された場合は、補助金の返還並び

に補助金等の交付に関する規則第 18 条に規定する加算金及び延滞金の納付を求める

ことがあります。



別記様式第７号（第８条関係）

年 月 日

串間市長 様

住 所

請求者 氏名又は名称

代表者 氏名 印

利子補給補助金請求書

年 月 日付 － で交付確定のあった串間市新型コロナウ

イルス感染症緊急対策利子補給補助金について、串間市新型コロナウイルス感染症緊

急対策利子補給補助金交付要綱第８条の規定により、下記のとおり請求します。

金 円

※振込口座の通帳の写しを添付してください。

金融機関・本支店名

預金種別

口座番号

口座名義

（フリガナ）



別記様式第８号（第 12 条関係）

年 月 日

串間市長 様

住 所

届出者 氏名又は名称

代表者 氏名 印

連絡先

事業承継届

利子補給の対象となる事業及び融資の弁済を承継したので、次のとおり届け出ます。

１ 該当する番号を○で囲み、各欄に必要な事項を記入してください。

２ 添付書類

(１) 市税等納付状況確認同意書（別記様式第２号）

(２) 誓約書兼同意書（別記様式第３号）

利子補給の対象

となる事業名
串間市新型コロナウイルス感染症緊急対策利子補給事業

承継年月日 年 月 日

被承継者の

住所及び氏名

承継の理由

１ 被承継者が高齢又は長期入院の理由により、事業の継続

に支障が生じたため。

２ 被承継者が死亡したため。

３ その他（理由を具体的に記載してください。）

備 考


